
暴力団排除にかかる各事業者の手続き

（暴排手続きの流れ）

● 公告

● 参加表明の期限

競争参加資格　「有」　の確認通知

● 入札書の提出期限

※ 上の流れは、暴排手続き以外のことについては触れていません。

（留意事項）

1

2

3

4

5

6 暴排様式（資料）の電子メールによる送信先アドレスについては、平成３１年度発注案
件より変更になっております。送信先の間違いにご注意ください。

事業者

必要に応じて、住民票の写し、戸籍抄本、未成年者登記簿の謄本又は登記事項証明
書等の確認書類の提出を求める場合があります。

①の手続きは、参加しようとする業務ごとに、それぞれ各分任支出負担行為担当官
（各事務所等）に提出してください。
②の手続きは、四国管内及び令和２年度で共通ですので、複数の業務に参加する場
合であっても、１部を１度、整備局契約課までメール及び郵便にて提出してください。

上記①の手続きをとらなかった者は競争参加資格が「無」、②の提出を行わなかった
ものは入札されたとしても無効となります。特に②はメールと郵便のそれぞれの提出
が必要であるため注意してください。

②の暴排様式は個人情報にあたります。当方の情報管理上、指定された提出先、期
間以外の提出はされないようお願いします。
特に提出期間については、四国地方整備局では競争参加資格が「有」とされた参加者
に対して、様式の提出を依頼しております。競争参加資格の確認結果が通知されてい
ない段階での提出は行わず、必ず各発注者からの競争参加資格確認通知時の提出
依頼以降に提出されるようお願いします。

②における様式１の提出の際は、セルの統合等はせず、必ず配布した様式をそのま
ま使用してください（記載の人数を超える場合の行の追加は除く）。

競争に参加しようとする者は、参加申請書とあわ

せて、様式１９をそれぞれの業務ごとに、それぞれ

の発注事務所（分任支出負担行為担当官）に提

出する。

競争参加資格「有」の通知を受けた者は、入札書

の提出期限までに暴排様式１及び２を四国地方

整備局（本局）契約課にメールと郵便で１部提出

する。

＊メールに関しては様式１のみで可

①

②
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（案） 

（別添１） 

 

暴力団排除に関する欠格事由の確認について 

 

 令和２年度の発注者支援業務等（発注者支援業務（積算技術業務、工事監督

支援業務及び技術審査業務）、公物管理補助業務（河川巡視支援業務、河川許認

可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機場等管理支援業務、及び道路

許認可審査・適正化指導業務）及び用地補償総合技術業務をいう。）に係る入札

については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年

法律第５１号。以下「法」という。）第２条第７項に規定する民間競争入札の対

象となっていることから、暴力団排除に関する欠格事由（法第１５条において

準用する法第１０条第４号及び第６号から第９号までに規定する内容をいう。）

に関し、入札に参加する事業者がそれらに該当するか否かについて、警察庁へ

意見聴取を行うこととなっている。 

そのため、入札に参加する事業者においては、次に掲げるところにより、所

要の対応をすること。 

 

１．参加しようとする発注者支援業務等の契約担当官等に対し、当該発注者支

援業務等に係る入札説明書の定めるところにより、業務ごとに、暴力団排除

に関する欠格事由に該当しない者であること等を記載した誓約書（様式１９）

を提出すること。 

 

２．下記（１）に掲げる提出先に対し、下記（２）に掲げる提出期限までに、

下記（３）に掲げる提出資料を１通ずつ提出すること（下記（４）に掲げる

提出方法その他留意事項によること）。 

なお、提出の資料は、令和２年度に当地方整備局各機関で実施する発注者支

援業務等に共通して用いるため、複数の発注者支援業務等に参加を希望する事

業者（設計共同体の構成員として参加する場合を含む。）であっても、１度提

出すればよい。ただし、その後に発注する他の発注者支援業務等に参加を希望

する場合で、提出した資料の内容に変更が生じた場合には、再度下記（３）の

資料を提出することとし、変更がない場合においては、様式は任意でよいがそ

の旨を記載した書面（記名押印は必要）を下記（１）に掲げる提出先に対し、

下記（２）に掲げる提出期限までに、郵送により提出すること。 

また、警察庁への意見聴取の結果「暴力団排除に関する欠格事由に該当する」

とされた事業者については、他の発注者支援業務等に参加を希望する場合は再

度下記（３）の資料を提出すること。 
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（１）提出先 

   四国地方整備局 総務部 契約課 調査係 

〒７６０-８５５４ 香川県高松市サンポート３番３３号 

 

（２）提出期限（期間） 

   競争参加資格確認通知時において資格が「有」と通知された時から令和

○○年○○月○○日（○）１７：００ （入札書提出期限の日と同じ）まで。 

  なお、上記期限までに下記(３)に掲げる提出資料を提出しない場合は四国

地方整備局競争契約入札心得第８条第１項第１１号に該当するものとして

取り扱う場合があるので留意すること。 

 

（３）提出資料 

①確認用電子データ（様式１に則ること。なお、意見聴取対象者について

は、参考１及び参考２を参照のこと。） 

＊様式１の提出の際は、セルの統合や解除等はせず、必ず配布した様式

をそのまま使用すること（記載の人数を超える場合の行の追加は除

く）。 

②入札参加事業者確認資料送付書（様式２に則ること。） 

なお、警察庁への意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し、戸籍抄

本、未成年者登記簿の謄本又は登記事項証明書等の確認書類の提出を求める

場合がある。（確認書類の提出を求める場合は別途連絡する） 

 

（４）提出方法その他留意事項 

上記（３）の資料の提出方法については、①確認用電子データを電子メー

ルの添付文書として送信するとともに、②入札参加事業者確認資料送付書

（送信した確認用電子データを印刷したものを添付すること）及び当該確認

用電子データを記憶させたＣＤ－Ｒ等を併せて郵送すること（郵送は、書留

郵便に限る。）。 

 

（電子メール送信先：kyousou-k8801@mlit.go.jp） 

 

 

 

様式１ 確認用電子データ作成様式 

様式２ 入札参加事業者確認資料送付書 

参考１ 意見聴取対象者等 

参考２ 暴力団排除に関する欠格事由 
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（様式１９） 

 

分任支出負担行為担当官 

 四国地方整備局 

○○事務所長  ○ ○ ○ ○ 殿 

令和○○年○○月○○日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名            印 

 

 

誓   約   書 

 

令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○○業務（以下「本業務」

という。）について、入札説明書を熟読した上で下記のとおり誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以

下「法」という。）第 15 条において準用する法第 10 条各号（第 11 号を除く。）

のいずれにも該当しないこと及び暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと

を誓約します。 

また、暴力団排除に関する欠格事由（法第 15 条において準用する法第 10 条第 4

号及び第 6 号から第 9 号までに規定する内容）について四国地方整備局が別に定め

る手続により行う警察庁への意見聴取に協力することを誓約します。 

なお、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとさ

れたときは、競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない

者として入札無効とされることに異存ありません。また、四国地方整備局が行う警

察庁への意見聴取に協力しなかったときは、四国地方整備局競争契約入札心得第 8

条第 1項第 11号に該当するものとして入札無効とされることに異存ありません。 

 

２ 競争参加資格確認申請書の提出日において予定配置管理技術者との間において

直接的雇用関係が成立していませんが、契約締結日までに直接的雇用関係が成立

することを誓約します。直接的雇用関係が成立した場合は、速やかに確認できる

書類を提出します。なお、契約締結日までに直接的雇用関係が成立しないときは、

四国地方整備局競争契約入札心得第 8 条第 1 項第 11 号に該当するものとして入札

無効とされることに異存ありません。（該当する場合のみ記載） 
 
（注意）設計共同体の場合は、設計共同体名及び各構成員の連名で作成すること。 

（参考）暴力団関係者：暴力団の構成員及び暴力団に自発的に資金、便宜を供与する等協力し又は暴力団若

しくは暴力団構成員を利用する等、これと交わりを持つ者をいう。 
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）
。
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（別添１様式２） 

 

令和   年   月   日   

 

○○地方整備局長 殿 

 

                                         （郵便番号      ） 

入札参加事業者 住  所 

 

電話番号（   ）        

 

商  号 

又は名称 

 

                     氏  名                                ○印  

 

                                              （法人にあっては、代表者氏名） 

 

法定代理人                ○印  

氏  名 

 

 

 

入 札 参 加 事 業 者 確 認 資 料 送 付 書 

 

 

 意見聴取対象者に係る確認資料を送付します。なお、この書面及び提出資料の記載事項は、事実

に相違ありません。 

 

 

 

 

 

 （留意事項） 

 

１ この書面及び提出書類は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第１０条各

号（第１１号を除く。）に規定されている欠格事由該当性の審査に必要であり、この書面及

び提出書類に記載されている個人情報については、欠格事由該当性の審査のため、必要な範

囲において利用し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。 

 

２ この書面に確認用電子データの内容を印刷したものを添付するとともに、当該確認用電子

データを記憶させたＣＤ－Ｒ等の提出をお願いします。 
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